
1つの新薬の開発には10～18年,150億円～200億円を必要とする。

詳細データ1 医薬品製造業の規摸別内訳

厚生白書（平成７年版）

医薬品の研究開発と医薬品産業

概要 新薬開発のプロセスと期間



医薬品副作用被害数済制度

概要

[医薬品副作用被害救済制度]

医薬品を適正に使用して発生した副作用による健康被害に対し,民事責任とは切り離して,各種の救済給付を行い,患者または家族の迅速な救
済を図ることを目的としている。この制度は,厚生大臣の認可を受けて設立された医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構が業務を行っ
ている。

厚生白書（平成７年版）

詳細データ2 医薬品の研究用発の概念図



既発生被害の救済に関する業務]

医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構では,スモン被害の和解患者に対して製薬企業および国から委託を受け,健康管理手当等の支払な
どを行っている。

[血液製剤によるエイズ患者等のための救済事業務]

血液製剤によるHIV(エイズウィルス)感染者がエイズを発症した場合や死亡した場合などに対し,医薬品副作用被害救済制度に準じて各種の
給付を行っている。また,平成5年度から,血液製剤によるHIV感染者で,免疫機能が低下している者に対し,日常生活の中での発症予防のため,
健康管理費用を支給し,健康状態を報告してもらうというHIV感染者の発症予防に役立てるための調査研究事業を行っている。これらの事業
は厚生省の指導の下に,(財)友愛福祉財団が医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構に委託して実施している。

詳細データ1 医薬品副作用被害救済給付状況の年次推移(各年度末現在)

医療用具

概要 医療用具の生産額等

厚生白書（平成７年版）

[救済給付の種類]



医薬分業

概要 医薬分業の体制

[医薬分集のメリット]

1) 「かかりつけ薬局」において薬歴管理を行うことにより,複数診療科受診による重複投薬,相互作用の有無の確認などができ,薬物療
法の有効性・安全性が向上すること。 

2) 薬の効果,副作用,用法などについて薬剤師が,処方した医師・歯科医師と連携して,患者に説明(服薬指導)することにより,患者の薬に
対する理解が深まり,コンプライアンス(調剤された薬を用法どおり服用すること)が向上し,薬物療法の有効性,安全性が向上すること。

3) 処方せんを患者に交付することにより,患者自身が服用している薬について知ることができること。

4) 使用したい医薬品が手元に無くても,患者に必要な医薬品を医師・歯科医師が自由に処方できること。

5) 病院などにおいて,患者が薬を受け取るまでの待ち時間の短縮が期待できること。

6) 病院薬剤師の外来調剤業務が軽減することにより,本来病院薬剤師が行うべき入院患者に対する病棟活動が可能となること。

厚生白書（平成７年版）

詳細資料1 医濠用具分類別生産金額



血液事業

概要

[血液製剤]

血液製剤とは人の血液からつくられた医薬品を総称して呼び,全血製剤,血液成分製剤,血漿分画製剤に大別される。このうち全血製剤および
血液成分製剤はそのすべてを献血により確保している。

一方,血漿分画製剤のうち,血液凝固因子製剤については一部の特殊な製剤を除き国内自給を達成しているが,その他アルブミン製剤,免疫グロ
ブリン製剤については,その多くを海外に依存しており倫理性,安全性,安定供給の面からも問題を指摘されている。このため,これらの血漿分
画製剤についても国内自給を図るための体制整備を図っている。

[献血の状況]

昭和61年度から,従来の200m1献血のほか,新たに400m1献血および成分献血を導入する等新しい血液事業を推進しており,400m1献血者数
および成分献血者数は年々増加している。平成3年度からは,さらに成分献血の献血量について献血者の体重を目安に最高600mlまでとされ
た。

詳細データ1 献血者数および献血量の年次推移

厚生白書（平成７年版）

詳細データ1 薬局数,保険薬局数および処方せん枚数の年次推移



がん患者の鎮痛剤などに使用される麻薬や,催眠剤・精神安定剤などの向精神薬は,医療上重要な役割を持っている一方で,不正に乱用された
場合,乱用者個人の健康を蝕むのみならず社会全体にまで著しい悪影響を及ぼす。

このため,我が国は医療麻薬の需給の安定を図るとともに,麻薬・覚せい剤乱用防止対策として,厳格な取締り,乱用防止啓発活動,中毒者の治
療とアフターケアの三つの柱を中心に全国的な対策を推進している。

[医療麻薬の需給状況]

あへんアルカロイド系麻薬の原料となるあへんはインドから輸入しており,近年輸入量が増加している。これは,家庭麻薬として使用される
コデインおよびジヒドロコデインの消費量が増加していることによる。これとともに末期がん患者に対する疼痛緩和目的で使用されるモル
ヒネの消費は10年前に比べ12,6倍に増えており,この傾向は今後も継続すると思われる。

詳細データ1 あへんアルカロイド系麻薬の消質量

[麻薬・覚せい剤犯罪の概要]

覚せい剤事犯が引続き多い。近年,大麻事犯が増大していることと,外国人事犯が多いことが特徴となっており,地区麻薬取締官事務所および
都道府県を通じ,麻薬・覚せい剤の密売,乱用に対する取締りを厳重に実施している。

厚生白書（平成７年版）

概要 麻薬・覚せい剤乱用防止対策の体系図
麻薬対策



詳細データ3 麻薬事犯の年次別推移

厚生白書（平成７年版）

詳細データ2 覚せい剤事犯の年次別推移



厚生白書（平成７年版）

我が国の社会福祉の実施体制



社会福祉法人について

概要

社会福祉法人とは,社会福祉事業法第2条に定められている社会福祉事業(第1種社会福祉事業および第2種社会福祉事業)を行うことを目的と

して,社会福祉事業法の規定により設立される法人である。

社会福祉法人制度は,社会福祉事業の公共性から,民法上の公益法人に比べてその設立運営に厳格な規制が加えられている。

社会福祉法人の設立等の認可は,都道府県知事または厚生大臣(事業が2以上の都道府県にまたがる場合)が行う。

厚生白書（平成７年版）

民生委員・児童委員

概要 民生委員・児童委員の現状

民生委員は,厚生大臣の委嘱を受けて

・福祉事務所等の関係行政機関の生活保護事務等に対する協力活動

・ひとり暮らし老人等の援護活動や心配ごと相談活動などの自主的な民間福祉活動等を行う民間の篤志奉仕者である。



厚生白書（平成７年版）

社会福祉事業



生活保護制度

概要

[生活保護制度とは]

生活保護制度は,生活に困窮するすべての国民に対し,その困窮の程度に応じて必要な保護を行い,健康で文化的な最低限度の生活を保障し,併
せてその自立を助長する制度である。

保護の種類は,生活扶助,教育扶助,住宅扶助,医療扶助,出産扶助,生業扶助および葬祭扶助の7種類であり,要保護者の必要に応じ,単給または併
給として行われる。

生活保護費の決め方

厚生白書（平成７年版）

詳細資料1 社会福祉法人数の推移



生活保護の基準のうち,衣食その他日常生活の需要を満たすための生活扶助基準については,一般国民の消費動向等に対応して改定するいわ
ゆる水準均衡方式により改定している。

世帯類型別最低生活保障水準(平成7年度)

生活扶助基準の推移

厚生白書（平成７年版）

[生活保護の基準]



詳細データ2 世帯類型別被保護世帯数の構成比の推移

世帯類型別被保護世帯数の構成比については,高齢者世帯,母子世帯,傷病・障害者世帯が総数の約9割を占め,その割合は年々多くなってい
る。近年は高齢者世帯の割合が増加し,従来最も多かった傷病・障害者世帯を上回り,平成5年度では,高齢者世帯43.3%,傷病・障害者世帯
39.9%となっている。

厚生白書（平成７年版）

詳細データ1 被保護世帯数・被保護人員・保護率,扶助人員と扶助率の年次推移

最近の保護動向をみると,被保護人員は昭和59年度の146万9千人をピークに一貫して減少し,平成5年度には88万3,112人となっており,人口
千人比の保護率は7.1%である。

また,扶助の種類別にみると,被保護人員の9割弱が生活扶助を受給しており,次いで医療扶助,住宅扶助を受給する者の割合が高くなってい
る。




